
政
令
第
三
十
二
号

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
四
条
第
三
項
及
び
第
二
十

一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
当
該
特
定
事
業
者
」
の
下
に
「
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
及
び
第

三
十
九
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
第
七
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「

又
は
第
三
号
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

取
引
時
確
認
を
行
う
必
要
が
な
い
特
定
事
業
者
が
他
の
特
定
事
業
者
に
委
託
し
て
行
う
取
引
と
し
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

等
の
交
付
又
は
付
与
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


